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【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号

【電話番号】 03(5722)7600(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 グループ経営、経理、広報、IR所管　宮　本　和　久

【縦覧に供する場所】  株式会社パスコ さいたま支店　※

(さいたま市見沼区東大宮四丁目74番６号(OSセンタービル))

株式会社パスコ 千葉支店　※

(千葉市美浜区中瀬一丁目７番１号

(住友ケミカルエンジニアリングセンタービル))

株式会社パスコ 横浜支店　※

(横浜市中区山下町223番１号(NU関内ビル))

株式会社パスコ 中部事業部

(名古屋市中区錦二丁目２番13号(名古屋センタービル))

株式会社パスコ 関西事業部

(大阪市浪速区湊町一丁目２番３号(マルイト難波ビル))

株式会社パスコ 神戸支店　※

(神戸市中央区磯上通四丁目１番６号(シオノギ神戸ビル))

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

(注) ※印は金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所ではありま

せんが、投資家の便宜のため縦覧に供する場所としております。
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１【提出理由】

当社は、2022年６月22日開催の当社第74回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引

法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提

出するものであります。

 

 
２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年６月22日

 

(2) 決議事項の内容

　　第１号議案　　剰余金の処分の件

　　　　　　　　　①　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　　　　　　　　　　　当社普通株式１株につき金40円　　総額576,621,360円

　　　　　　　　　②　効力発生日

　　　　　　　　　　　2022年６月23日

第２号議案　　定款一部変更の件

第３号議案　　取締役９名選任の件

取締役として、島村秀樹、伊東秀夫、高山 俊、宮本和久、高橋識光、神山 潔、

品澤 隆、高村 守、中里孝之の９名を選任する。

第４号議案　　監査役２名選任の件

監査役として、龍口 敦、曽我部貢作の２名を選任する。

第５号議案　　補欠監査役２名選任の件

補欠監査役として、岩松俊男、浦田修志の２名を選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

決議事項
賛成
(個)

反対
(個)

棄権
(個)

可決要件
決議の結果

賛成比率（％） 可否

第１号議案 124,228 69 － (注) １ 99.00 可決

第２号議案 115,312 8,985 － (注) ２ 91.89 可決

第３号議案    (注) １   

島村　秀樹 111,873 12,428 －  89.15 可決

伊東　秀夫 119,580 4,721 －  95.29 可決

高 山 　俊 119,594 4,707 －  95.30 可決

宮本　和久 122,601 1,700 －  97.70 可決

高橋　識光 122,599 1,702 －  97.70 可決

神 山 　潔 122,564 1,737 －  97.67 可決

品 澤 　隆 122,590 1,711 －  97.69 可決

高 村 　守 121,896 2,405 －  97.14 可決

中里　孝之 122,585 1,716 －  97.69 可決

第４号議案    (注) １   

龍 口 　敦 124,132 164 －  98.92 可決

曽我部貢作 123,978 318 －  98.80 可決

第５号議案    (注) １   

岩松　俊男 123,993 303 －  98.81 可決

浦田　修志 124,169 127 －  98.95 可決
 

(注) １　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成です。

２　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成です。

３　賛成比率は出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席分）に対する割合です。

　

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案賛否に関して確認できたものを集計した結果、各決議事項が可

決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。
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